
別表 ［ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰネットワークサービス Ｅｔｈｅｒコネクト接続］ 

 

１．ネットワークサービスの提供 

 当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワー

クサービス」という）を提供します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

 本ネットワークサービスは、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線およびＦＥＮＩ

ＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、専用の閉域ＩＰネットワークおよびインターネットを利用できるようにするネッ

トワークサービスです。 

 

３．ネットワークサービス提供の前提条件 

 甲は、乙が本ネットワークサービスを提供する前提条件として、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を

用意するものとします。なお、ネットワークサービスによっては、アクセス回線についても甲が用意する場合があるものとします。 

 

４．ネットワークサービスの内容 

（１）初期サービス 

  乙は、甲が本ネットワークサービスを通じて専用の閉域ＩＰネットワークを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気

通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に対して、所定の準備作業を実施します。なお、アクセス回線については、乙が他の

電気通信事業者その他のアクセス回線提供者と契約するものとし、当該アクセス回線は乙の単独名義の回線とします。 

（２）接続サービス 

  乙は、甲が専用の閉域ＩＰネットワークを利用するために必要となるＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線を、以下の品目により継続的

に提供します。乙は、専用線（Ｅｔｈｅｒコネクト）をアクセス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。  

 
 

品 目 
 

 

                     内 容 
 

 

 １０Ｍｂｐｓ 
 

 

 １０Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

 １００Ｍｂｐｓ 
 

 

 １００Ｍｂｐｓの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス 
 

 

５．提供区域 

 本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、乙が当該ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他アク

セス回線提供者の提供区域に準ずるものとします。 

 

６．接続サービス提供時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は接続サービスの提供を中

断することができるものとします。 

 

７．接続サービス障害受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害受付時間帯は、乙が当該 

ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害受付時間帯に準ずるものとします。また、アクセ

ス回線を別途甲が準備するサービスについては、当該アクセス回線区間における障害受付は、本ネットワークサービスの対象外とします。 

 

８．接続サービス障害対応時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害対応時間帯は、乙が当該

ネットワークサービスの提供を受けている他の電気通信事業者またはその他のアクセス回線提供者の障害対応時間帯に準ずるものとします。また、アクセ

ス回線を別途甲が準備するサービスについては、当該アクセス回線区間における障害対応は、本ネットワークサービスの対象外とします。 

 

９．料金月 

 本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。 

 
１０．品目一覧 

本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。 

 
 

品名 
 

 

   型名 

 

備考 
 

 

支払種別 
 

 

単位 
 

 

 ビジネスＩＰ 専用線（Ｅｔｈｅｒコネクト） 初期費 

 
 

 

ＮＳ３１０８０Ｓ 

 

Ｅｔｈｅｒコネクト 
 

 

 従量料金制（一括払） 
 

 

回線 
 

 

 ビジネスＩＰ 専用線（Ｅｔｈｅｒコネクト） 接続料 

 
 

 

ＮＳ３１０８０Ｇ  

 

Ｅｔｈｅｒコネクト３Ｍｂｐｓ／１０Ｍｂ
ｐｓ／３０Ｍｂｐｓ／１００Ｍｂｐｓ 

 

 

 従量料金制（月額払） 
 

 

回線 
 

 

 

［変更内容］ 

（２０１１年６月１３日）本別表を適用します。 

 

［凡例］ 

 
本別表では、以下の略称を用いています。 

 

略 称 
 

 

名 称 
 

 

 ＩＰ 
 

 

 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ 
 

 

 Ｍｂｐｓ 
 

 

 ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 
 

 

以  上 

                                                            

    

 別表Ｎｏ．Ｎ０２２６ 


